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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1の3次元像の少なくとも一部の情報と第2の3次元像の少なくとも一部の情報とを含む
投影像を生成する投影像生成方法であって、
　複数の第1の2次元像データを蓄積する第1の蓄積工程と、
　前記複数の第1の2次元像データから第1の3次元像データを生成する第1の3次元化工程と
、
　複数の第2の2次元像データを蓄積する第2の蓄積工程と、
　前記複数の第2の2次元像データから第2の3次元像データを生成する第2の3次元化工程と
、
　前記第1の3次元像データをレンダリング処理して第1の投影像を生成する第1の投影工程
と、
　前記第2の3次元像データをレンダリング処理して第2の投影像を生成する第2の投影工程
と、
を有し、
　前記第1の投影工程は、前記第1の3次元像データと前記第2の3次元像データの少なくと
も一部とに基づいて前記第1の投影像を生成し、
　前記第2の投影工程は、前記第2の3次元像データと前記第1の3次元像データの少なくと
も一部とに基づいて前記第2の投影像を生成することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項２】
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　請求項1記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影工程は、前記第1の投影像の少なくとも一部の領域の情報を前記第2の3次
元像データに基づいて補正し、
　前記第2の投影工程は、前記第2の投影像の少なくとも一部の領域の情報を前記第1の3次
元像データに基づいて補正することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項３】
　請求項2記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影工程は、前記第1の3次元像データと同じ位置の前記第2の3次元像データ
に基づいて前記第1の投影像の少なくとも一部の領域の情報を補正し、
　前記第2の投影工程は、前記第2の3次元像データと同じ位置の前記第1の3次元像データ
に基づいて前記第2の投影像の少なくとも一部の領域の情報を補正することを特徴とする
投影像生成方法。
【請求項４】
　請求項3記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影工程は、前記第1の3次元像データと重なる部分の前記第2の3次元像デー
タに基づいて、該重なり部分に対応する前記第1の投影像の領域の情報を補正し、
　前記第2の投影工程は、前記第2の3次元像データと重なる部分の前記第1の3次元像デー
タに基づいて、該重なり部分に対応する前記第2の投影像の領域の情報を補正することを
特徴とする投影像生成方法。
【請求項５】
　請求項2記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影工程は、前記第1の投影像の少なくとも一部の領域の輝度を前記第2の3次
元像データに基づいて補正し、
　前記第2の投影工程は、前記第2の投影像の少なくとも一部の領域の輝度を前記第1の3次
元像データに基づいて補正することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項６】
　請求項5記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影工程は、前記第1の投影像の少なくとも一部の領域の輝度に、前記2つの3
次元像データの投影方向の重なり具合が反映されるように、前記第2の3次元像データに基
づいて該輝度を補正し、
　前記第2の投影工程は、前記第2の投影像の少なくとも一部の領域の輝度に、前記2つの3
次元像データの投影方向の重なり具合が反映されるように、前記第1の3次元像データに基
づいて該輝度を補正することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項７】
　請求項1記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影工程と前記第2の投影工程との内のいずれか一方のみが選択されて行われ
ることを特徴とする投影像生成方法。
【請求項８】
　請求項7記載の投影像生成方法において、
　前記第1の3次元像データと前記第2の3次元像データの内の情報量の多い方の投影像を生
成する工程が選択されることを特徴とする投影像生成方法。
【請求項９】
　請求項2記載の投影像生成方法において、前記第1の投影工程は、
　前記第1の3次元像データから第1情報を求める第1算出工程と、
　前記第2の3次元像データに基づいて前記第1の投影像の少なくとも一部の領域に対応す
る前記第1情報を補正する第1補正工程と、
　前記第1の3次元像データと前記補正された第1情報とに基づいて前記第1の投影像を生成
する第1の投影像生成工程と、
を有することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項１０】
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　請求項2記載の投影像生成方法において、前記第2の投影工程は、
　前記第2の3次元像データから第2情報を求める第2算出工程と、
　前記第1の3次元像データに基づいて前記第2の投影像の少なくとも一部の領域に対応す
る前記第2情報を補正する第2補正工程と、
　前記第2の3次元像データと前記補正された第2情報とに基づいて前記第2の投影像を生成
する第2の投影像生成工程と、
を有することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項１１】
　請求項9記載の投影像生成方法において、
　前記第1算出工程は、前記第1の3次元像データのボクセル毎に該ボクセルの値を用いて
不透明度と該不透明度から減衰度とを求め、
　前記第2の投影工程は、前記第2の3次元像データのボクセル毎に該ボクセルの値を用い
て不透明度を求める第2算出工程を有し、
　前記第1補正工程は、前記第2の3次元像データのボクセル毎の不透明度を用いて前記第1
の3次元像データのボクセル毎の減衰度を補正し、
　前記第1の投影像生成工程は、前記第1の3次元像データとその前記不透明度及び前記補
正された減衰度とに基づいて前記第1の投影像を生成することを特徴とする投影像生成方
法。
【請求項１２】
　請求項11記載の投影像生成方法において、
　前記第2算出工程は、前記第2の3次元像データのボクセル毎の不透明度から該ボクセル
の減衰度をボクセル毎に求め、
　前記第2の投影工程は、
　前記第1の3次元像データのボクセル毎の不透明度を用いて、前記第2の投影像の少なく
とも一部の領域に対応する前記第2の3次元像データのボクセル毎の減衰度を補正する第2
補正工程と、
　前記第2の3次元像データとその前記不透明度及び前記補正された減衰度とに基づいて前
記第2の投影像を生成する第2の投影像生成工程と、
を有することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項１３】
　請求項12記載の投影像生成方法において、
　前記第1補正工程は、前記第2の3次元像データのボクセル毎の不透明度に第1補正係数を
掛けた値を用いて前記第1の3次元像データのボクセル毎の減衰度を補正し、
　前記第2補正工程は、前記第1の3次元像データのボクセル毎の不透明度に第2補正係数を
掛けた値を用いて前記第2の3次元像データのボクセル毎の減衰度を補正することを特徴と
する投影像生成方法。
【請求項１４】
　請求項1記載の投影像生成方法において、
　前記第1の蓄積工程は、前記第1の2次元像データとして断層像データを蓄積し、
　第1の3次元化工程は、前記第1の3次元像データとして3次元断層像データを生成し、
　前記第2の蓄積工程は、前記第2の2次元像データとしてドプラ像データを蓄積し、
　第2の3次元化工程は、前記第2の3次元像データとして3次元ドプラ像データを生成し、
　前記第1の投影像生成工程は、前記第1の投影像として組織投影像を生成し、
　前記第2の投影像生成工程は、前記第2の投影像としてドプラ投影像を生成することを特
徴とする投影像生成方法。
【請求項１５】
　請求項1記載の投影像生成方法において、前記投影像生成工程の後に、
　前記第1の投影像と前記第2の投影像とを合成して合成像を生成する合成工程を備えたこ
とを特徴とする投影像生成方法。
【請求項１６】
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　請求項15記載の投影像生成方法において、
　前記合成工程は、前記第1の投影像の画素値を一軸とし、前記第2の投影像の画素値を他
の一軸とするカラーマッピングテーブルに基づいて、前記合成像の画素値を求めることを
特徴とする投影像生成方法。
【請求項１７】
　請求項15記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影像と前記第2の投影像と前記合成像の内の少なくとも一つを表示する工程
を有することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項１８】
　請求項12記載の投影像生成方法において、
　前記第1の投影像生成工程と前記第2の投影像生成工程とは、共に
　(a) 観察方向を設定する工程と、
　(b) 前記観察方向に平行な最初の線を選択する工程と、
　(c) 3次元像データにおいて、前記線上の最初のボクセルを選択する工程と、
　(d) 前記ボクセルへの入力光量の初期値を設定する工程と、
　(e) 前記ボクセルの値を用いて該ボクセルの自己発光量を求める工程と、
　(f) 前記ボクセルの値を用いて該ボクセルの前記不透明度と前記減衰度とを求める工程
と、
　(g) 前記ボクセルに対応する他方の3次元像データの対応ボクセルの前記不透明度を用
いて、前記ボクセルの減衰度を補正する工程と、
　(h) 前記入力光量に前記補正された減衰度を掛けた値と、前記自己発光量に前記不透明
度を掛けた値との和から前記ボクセルの出力光量を求める工程と、
　(i) 前記3次元組織像データにおいて、前記線上で前記ボクセルに隣接するボクセルを
選択する工程と、
　(j) 前記ボクセルの前記出力光量を前記隣接するボクセルの前記入力光量とする工程と
、
　(k) (e)～(j)を繰り返す工程と、
　(l) 前記出力光量を前記線上にある投影像のピクセル値とする工程と、
　(m) 上記線の位置を変える工程と、
　(n) (d)～(m)を繰り返す工程と、
を有することを特徴とする投影像生成方法。
【請求項１９】
　被検体との間で超音波を送受する超音波探触子(10)と、該超音波探触子(10)に駆動信号
を供給する送信手段(12)と、前記超音波探触子(10)から出力される反射エコー信号を受信
する受信手段(14)と、該受信手段から出力される反射エコー信号を信号処理する信号処理
手段(16，18，20)と、前記信号処理された反射エコー信号に基づき第1の3次元像データと
第2の3次元像データとを生成する3次元像データ生成手段(19，21)と、前記2つの3次元像
データを記憶する記憶手段(26)と、前記第1の3次元像データのレンダリング処理による第
1の投影像の生成と前記第2の3次元像データのレンダリング処理による第2の投影像の生成
を行う投影像生成手段(28)と、を備えた超音波撮像装置において、
　前記投影像生成手段は、前記第1の3次元像データと前記第2の3次元像データの少なくと
も一部とに基づいて前記第1の投影像を生成し、前記第2の3次元像データと前記第1の3次
元像データの少なくとも一部とに基づいて前記第2の投影像を生成することを特徴とする
ことを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項２０】
　請求項19記載の超音波撮像装置において、
　前記投影像生成手段は、前記第1の投影像と前記第2の投影像とを合成して合成像を生成
することを特徴とする超音波撮像装置。
【請求項２１】
　請求項19記載の超音波撮像装置において、
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　前記投影像生成手段は、一方の前記投影像の少なくとも一部の領域のみを前記2つの3次
元像データに基づいて生成することを特徴とする超音波撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波撮像装置及び投影像生成方法に係り、特に、三次元超音波像を生成す
るのに好適な技術に関する。
【技術背景】
【０００２】
　超音波撮像装置は、超音波探触子を介し被検体との間で超音波を送受し、超音波探触子
から出力される反射エコー信号に基づき被検体の超音波像(例えば、濃淡断層像やカラー
血流像)を再構成して表示する。この様な超音波像に基づいて撮像部位の非侵襲的および
リアルタイムの診断が可能となる。
【０００３】
　このような超音波撮像装置においては、超音波探触子から出力される反射エコー信号に
基づき三次元断層像データ(以下、断層像ボリュームデータという)と三次元ドプラ像デー
タ(以下、ドプラ像ボリュームデータという)がそれぞれ取得され、取得された断層像ボリ
ュームデータから生成される組織投影像と、ドプラ像ボリュームデータから生成されるド
プラ投影像とが合成されて表示される。この合成像に基づいて、例えば血管と血管周囲の
組織との位置関係を把握し、その位置関係から癌組織の栄養血管の状態を認識して癌組織
が原発性なのか転移性なのかを判断することが行われる(例えば、特許文献1参照)。
【特許文献１】米国特許第6,280,387号公報
【０００４】
　しかしながら、特許文献1のように組織投影像とドプラ投影像を合成して表示する場合
、診断者の視点側の画像が優先して表示されるため、例えばドプラ投影像の一部が組織投
影像に隠れることがある。したがって、血管と血管周囲の組織との立体的な位置関係(例
えば、組織に対する血管の貫通状態)を的確に把握するために、合成像の表示角度を回転
させたり、合成像から不要な画像データを取り除いたりする操作が必要となり、使い勝手
が悪いという問題がある。
【０００５】
　また、組織投影像とドプラ投影像の合成割合を可変して各画像を重ねて表示する場合、
その合成割合の変更に伴って各画像の輝度が均等に変更されるため、表示された合成像か
らでは血管と血管周囲の組織との立体的な位置関係、例えば投影方向から見た相互の重な
り具合や重なっている領域における投影方向の奥行き感等を把握することが困難である。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明の課題は、組織相互間の位置関係を的確に把握できる三次元超音波像を生成する
ことにある。
　上記課題を解決するため、本発明の超音波撮像装置は、被検体との間で超音波を送受す
る超音波探触子(10)と、該超音波探触子(10)に駆動信号を供給する送信手段(12)と、前記
超音波探触子(10)から出力される反射エコー信号を受信する受信手段(14)と、該受信手段
から出力される反射エコー信号を信号処理する信号処理手段(18，20)と、前記信号処理さ
れた反射エコー信号に基づき第1のボリュームデータと第2のボリュームデータとを生成す
るボリュームデータ生成手段(19，21)と、前記2つのボリュームデータを記憶する記憶手
段(26)と、前記第1のボリュームデータのレンダリング処理による第1の投影像の生成と前
記第2のボリュームデータのレンダリング処理による第2の投影像の生成を行う投影像生成
手段(28)と、を備え、前記投影像生成手段は、前記第1のボリュームデータと前記第2のボ
リュームデータの少なくとも一部とに基づいて前記第1の投影像を生成し、前記第2のボリ
ュームデータと前記第1のボリュームデータの少なくとも一部とに基づいて前記第2の投影
像を生成することを特徴とする。
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【０００７】
　また、上記課題を解決するため、本発明の投影像生成方法は、複数の第1の2次元像デー
タを蓄積する第1の蓄積工程と、前記複数の第1の2次元像データから第1のボリュームデー
タを生成する第1の3次元化工程と、複数の第2の2次元像データを蓄積する第2の蓄積工程
と、前記複数の第2の2次元像データから第2のボリュームデータを生成する第2の3次元化
工程と、前記第1のボリュームデータをレンダリング処理して第1の投影像を生成する第1
の投影工程と、前記第2のボリュームデータをレンダリング処理して第2の投影像を生成す
る第2の投影工程と、を有し、前記第1の投影工程は、前記第1のボリュームデータと前記
第2のボリュームデータの少なくとも一部とに基づいて前記第1の投影像を生成し、前記第
2の投影工程は、前記第2のボリュームデータと前記第1のボリュームデータの少なくとも
一部とに基づいて前記第2の投影像を生成することを特徴とする。
【０００８】
　これらによれば、第1の投影像は、第1の3次元像データに第2の3次元像データの情報が
加味されて生成されるため、画素ごとに第2の3次元像データとの重なり情報が輝度に反映
されたものになる。したがって、第1の投影像の濃淡を参照すれば、第2の3次元像データ
との重なり具合を把握でき、立体的かつ有効な診断を容易に行うことができる。
　同様にして、第2の投影像は、第2の3次元像データに第1の3次元像データの情報が加味
されて生成されるため、画素ごとに第1の3次元像データとの重なり情報が輝度に反映され
たものになる。したがって、第2の投影像の濃淡を参照すれば、第1の3次元像データとの
重なり具合を把握でき、立体的かつ有効な診断を容易に行うことができる。
【０００９】
　本発明によれば、組織相互間(例えば、血管と血管周囲)の位置関係を的確に把握できる
三次元超音波像を生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明を適用した本実施形態の超音波撮像装置の構成図である。
【図２】図1の投影像生成部28の構成図である。
【図３】合成像を生成する動作を説明するための図である。
【図４】通常のボリュームレンダリング処理の説明図である。
【図５】ファントムを使って構成した合成像69の表示例である。
【図６】ボクセル値から不透明度を導く関係を示す図である。
【図７】投影像と合成像を求める処理フローを示すフローチャートである。
【図８】複数の異なるカラーマッピングテーブルを表示して、選択されたマップに基づい
て合成像を生成する例を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明を適用した超音波撮像装置及び投影像生成方法の一実施形態について図1乃至図8
を参照して説明する。図1は、本実施形態の超音波撮像装置の構成図である。
【００１２】
　図1に示すように、超音波撮像装置は、被検体の三次元の超音波像ボリュームデータを
取得する撮像処理系と、取得した三次元の超音波像ボリュームデータを表示する表示処理
系に大別される。
　撮像処理系は、被検体との間で超音波を送受する複数の振動子が2次元配列された超音
波探触子10と、超音波探触子10に駆動信号を供給する送信部12と、超音波探触子10から出
力される反射エコー信号を受信する受信部14と、受信部14から出力される反射エコー信号
を整相加算する整相加算部16を備えている。また、整相加算部16から出力される反射エコ
ー信号に基づき断層像ボリュームデータを取得する手段として、断層像系信号処理部18及
び断層像ボリュームデータ作成部19が設けられている。さらに、整相加算部16から出力さ
れる反射エコー信号に基づきドプラ像ボリュームデータを取得する手段として、ドプラ像
系信号処理部20及びドプラ像ボリュームデータ作成部21が設けられている。なお、超音波
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探触子10、送信部12、受信部14、整相加算部16、断層像系信号処理部18、ドプラ像系信号
処理部20に制御指令(図1の矢印付点線)を出力する制御部22を有している。
【００１３】
　表示処理系は、撮像処理系から出力される断層像ボリュームデータ及びドプラ像ボリュ
ームデータを取り込む通信ポート24と、通信ポート24から出力される各ボリュームデータ
を記憶するボリュームデータ記憶部26と、ボリュームデータ記憶部26から読み出されたボ
リュームデータに基づき投影像を生成する投影像生成部28と、投影像生成部28により生成
された投影像がビデオメモリ30を介してモニタの表示画面に表示される表示部32を備えて
いる。また、通信ポート24、ボリュームデータ記憶部26、投影像生成部28、ビデオメモリ
30、表示部32に制御指令を出力する中央演算処理装置(以下、CPU34)が設けられている。
このような通信ポート24、ボリュームデータ記憶部26、投影像生成部28、ビデオメモリ30
、表示部32、CPU34は、共有バス36を介して相互に接続されている。なお、ボリュームデ
ータ記憶部26の補助記憶装置として磁気ディスク装置27を設けることができる。ただし、
磁気ディスク装置27に限らず、DVD-Rなどその他の記憶装置を設けてもよい。
【００１４】
　また、撮像処理系及び画像処理系に操作卓38が接続されている。操作卓38は、キーボー
ドやマウスなどの入力装置を有し、入力装置を介して入力される指令を撮像処理系の制御
部22に出力したり、画像処理系のCPU34に共有バスを介して出力したりする。なお、説明
の便宜上、制御部22とCPU34を別々に設ける例を説明するが、各制御機能を有した一体型
の制御装置を用いてもよい。
【００１５】
　図2は、図1の投影像生成部28の構成図である。図2に示すように、投影像生成部28は、
ボリュームデータ記憶部26から読み出される断層像ボリュームデータの各ボクセルに属す
る情報をドプラ像ボリュームデータの各ボクセルに属する情報に基づき補正し、補正され
た断層像ボリュームデータから濃淡(例えば白黒)組織投影像を生成する組織像レンダリン
グ部40を備えている。なお、組織像レンダリング部40に付与する補正係数(ブレンド係数)
R(又は後述するR1, R2)を格納するメモリ42を有している。
【００１６】
　また、ボリュームデータ記憶部26から読み出されるドプラ像ボリュームデータの各ボク
セルに属する情報を断層像ボリュームデータの各ボクセルに属する情報に基づき補正し、
補正されたドプラ像ボリュームデータからカラードプラ投影像を生成するドプラ像レンダ
リング部44を備えている。また、ドプラ像レンダリング部44に付与する補正係数(ブレン
ド係数)S(又は後述するS1, S2)を格納するメモリ46を有している。なお、補正係数R，S(
又は後述するR1, R2, S1, S2)は、操作卓38からの指令により「0」から「1」の範囲で可
変設定される。なお、固定値としても良い。
【００１７】
　そして、組織像レンダリング部40により生成された組織投影像と、ドプラ像レンダリン
グ部44により生成されたドプラ投影像とを重ねて合成像を生成し、生成された合成像を表
示部32に表示させる合成部48が設けられている。なお、合成像に色彩データを付与するた
めの合成用のカラーマッピングテーブルが格納されたメモリ50を有している。
【００１８】
　このように構成される超音波撮像装置の動作を説明する。まず、超音波探触子10を被検
体の体表に接触させる。送信部12から組織撮像用の駆動信号が超音波探触子10に供給され
る。供給された駆動信号は、制御部22の指令に応じて選択された所定の振動子群に入力さ
れる。これによって、駆動信号が入力した各振動子から超音波が被検体に対し射出される
。被検体から発生した反射エコー信号は、各振動子により受波された後に超音波探触子10
から出力される。超音波探触子10から出力された反射エコー信号は、受信部14により増幅
処理やアナログディジタル変換処理などが施される。受信部14から出力された反射エコー
信号は、断層像系信号処理部18により検波などの処理が施されることによって、反射エコ
ー信号の信号強度に基づいた白黒断層像データが取得される。
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【００１９】
　このような組織撮像が所定のスライス間隔で設定された複数のスキャン面に対して繰り
返されることにより、各スキャン面に対応した複数の断層像データが取得される。取得さ
れた各断層像データは、断層像ボリュームデータ作成部19に入力される。入力された複数
の断層像データは、断層像ボリュームデータ作成部19によって位置データ(例えば、各ス
キャン面の座標データ)が各ボクセルに付与されることにより、断層像ボリュームデータ
として構築される。構築された断層像ボリュームデータは、通信ポート24を介してボリュ
ームデータ記憶部26に記憶される。
【００２０】
　一方、送信部12から血流撮像用の駆動信号が超音波探触子10に供給されることによって
、超音波探触子10から超音波が被検体に対し射出される。被検体から発生した反射エコー
信号は、各振動子により受波されて超音波探触子10から出力される。超音波探触子10から
出力された反射エコー信号は、受信部14および整相加算部16を介してドプラ像系信号処理
部20に入力される。入力された反射エコー信号に基づいて、ドプラ像系信号処理部20によ
りドプラ偏位(例えば、反射エコー信号の周波数変化や位相変化)が演算される。そして、
演算されたドプラ偏位から血流速度、反射強度、分散などのカラードプラ像データが取得
される。
【００２１】
　このような血流撮像が所定のスライス間隔で設定された複数のスキャン面に対して繰り
返されることにより、各スキャン面に対応した複数のドプラ像データが取得される。取得
された各ドプラ像データは、ドプラ像ボリュームデータ作成部21に入力される。入力され
た複数のドプラ像データは、ドプラ像ボリュームデータ作成部21によって位置データ(例
えば、各スキャン面の座標データ)が各ボクセルに付与されることにより、ドプラ像ボリ
ュームデータとして構築される。構築された断層像ボリュームデータは、通信ポート24を
介してボリュームデータ記憶部26に記憶される。
【００２２】
　ボリュームデータ記憶部26に記憶された断層像ボリュームデータとドプラ像ボリューム
データは、CPU34の指令に応じて読み出されて投影像生成部28に入力される。入力された
断層像ボリュームデータに基づき、白黒の組織投影像が投影像生成部28によって生成され
る。また、読み出されたドプラ像ボリュームデータに基づき、カラードプラ投影像が投影
像生成部28によって生成される。生成された組織投影像とドプラ投影像は、各画素の位置
データが同一になるように重ねられることにより合成像として表示部32に表示される。な
お、断層像ボリュームデータとドプラ像ボリュームデータが磁気ディスク装置27に保存さ
れているときは、磁気ディスク装置27から各ボリュームデータを読み出して投影像生成部
28に入力すればよい。
【００２３】
　図3は、各投影像とそれらの合成像を生成する動作を説明するための図である。図3に示
すように、複数の断層像データP1～Pn(図3(A))に基づいて、断層像ボリュームデータ50が
構築される(図3(B))。また、複数のドプラ像データQ1～Qn(図3(X))に基づいて、ドプラ像
ボリュームデータ52が構築される(図3(Y))。
【００２４】
　断層像ボリュームデータ50は、組織像レンダリング部40により、操作卓38を介して設定
された観察方向(視線方向)に基づいてボリュームレンダリング処理が施される。これによ
って、組織投影像54が生成される(図3(C))。このボリュームレンダリング処理において、
組織像レンダリング部40は、断層像ボリュームデータ50の各ボクセルに属する情報をドプ
ラ像ボリュームデータ52の各ボクセルに属する情報に基づき補正し、断層像ボリュームデ
ータ50と補正された情報とに基づいて組織投影像54を生成する。
【００２５】
　例えば、各ボクセルに属する情報として不透明度と減衰度とを求める場合は、組織像レ
ンダリング部40は、断層像ボリュームデータ50の各ボクセルに属する不透明度により決め
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られるボクセルの減衰度を、そのボクセルに対応するドプラ像ボリュームデータのボクセ
ルに属する不透明度と、操作卓38により可変設定された補正係数Rとに基づき補正し、断
層像ボリュームデータ50と不透明度及び補正された減衰度とに基づいて組織投影像54を生
成する。
【００２６】
　一方、ドプラ像ボリュームデータ52は、ドプラ像レンダリング部44により、操作卓38を
介して設定された観察方向に基づいてボリュームレンダリング処理が施される。これによ
って、ドプラ投影像56が生成される(図3(Z))。このボリュームレンダリング処理において
、ドプラ像レンダリング部44は、ドプラ像ボリュームデータ52の各ボクセルに属する情報
を断層像ボリュームデータ50の各ボクセルに属する情報に基づき補正し、ドプラ像ボリュ
ームデータ52と補正された情報とに基づいてドプラ投影像56を生成する。
【００２７】
　例えば、各ボクセルに属する情報として不透明度と減衰度とを求める場合は、組織像レ
ンダリング部40は、ドプラ像ボリュームデータ52の各ボクセルに属する不透明度により決
められるボクセルの減衰度を、そのボクセルに対応する断層像ボリュームデータ50のボク
セルに属する不透明度と、操作卓38により可変設定された補正係数Sとに基づき補正し、
ドプラ像ボリュームデータ52と不透明度及び補正された減衰度とに基づいてドプラ投影像
56を生成する。
　そして、組織投影像54とドプラ投影像56とを各画素の座標データが同一となるように重
ねることにより、合成像58が生成される(図3(K))。
【００２８】
　2つの投影像54，56の合成の際には、カラーマッピングテーブル59を用いて行う。この
カラーマッピングテーブル59は、横軸に設定された組織投影像54の輝度値と、縦軸に設定
されたドプラ投影像56の輝度値と、に対応する合成像58の輝度値を2次元マップで表した
ものである。例えば、組織投影像54の輝度値がaで、ドプラ投影像56の輝度値がbの場合に
、このカラーマッピングテーブル59上の点(a, b)の値が合成像58の値(カラー(色)とその
輝度)となる。
【００２９】
　また、このカラーマッピングテーブルを複数用意して、選択されたカラーマッピングテ
ーブルに基づいて合成像を生成することにより、組織投影像とドプラ投影像との合成割合
、つまり、どちらを強調するかを調整することが可能になる。この例を図8に示す。図8は
、右側に2つの異なるカラーマッピングテーブル82，84と、左側に選択されたカラーマッ
ピングテーブル82に基づいて合成された合成像80と、が並列に表示部32に表示された例を
示している。カラーマッピングテーブルの選択は、例えば操作卓39からの入力により行わ
れる。そして、図8は、テーブルの選択状態を、各テーブルの近傍にそのテーブルの選択
状態◎又は非選択状態○を表すマークで示す例を示している。
【００３０】
　カラーマッピングテーブル82は、白黒組織投影像を強調するテーブルであり、テーブル
全体のカラー成分が少ないテーブルである。一方、カラーマッピングテーブル84は、カラ
ードプラ投影像を強調するテーブルであり、テーブル全体のカラー成分が多いテーブルで
ある。いずれかのカラーマッピングテーブルを選択することにより、そのカラーマッピン
グテーブルに基づいて合成像が合成される。また、合成像が合成された後にも、カラーマ
ッピングテーブルの選択が変更されることによって、その新たに選択されたカラーマッピ
ングテーブルに基づいて合成像が再合成される。なお、図8では2つの異なるカラーマッピ
ングテーブルが表示される例を示しているが、表示されるカラーマッピングテーブルの数
は3以上でも良い。
【００３１】
　上記の様にして合成像を生成した後には、組織投影像54とドプラ投影像56と生成された
合成象58の内の少なくとも一つは、表示部32の表示画面に表示される。好ましくは、合成
像が優先して表示される。
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【００３２】
　なお、以上の説明では、組織投影像とドプラ投影像を共に生成して、これらの2つの投
影像を合成して合成像を生成する例を説明したが、組織投影像とドプラ投影像との内のい
ずれか一方の投影像のみ生成しても良い。好ましくは、情報量の多い方のボリュームデー
タから生成される投影像のみを生成して良い。つまり、情報量の少ないボリュームデータ
の情報を加味して、情報量の多いボリュームデータからその投影像を生成する。前述の例
の場合には、一般的に断層像ボリュームデータの方がドプラ像ボリュームデータよりも情
報量が多いので、血流像との重なり具合が反映された組織投影像の生成のみを選択して行
うことができる。勿論、必要に応じてドプラ投影像の生成のみを選択して行うことも可能
である。いずれか一方の投影像のみ生成された場合には、他方のボリュームデータのボク
セル毎の減衰度を求める必要はない。また、前述の合成像を生成する必要もない。
【００３３】
　或いは、一方の投影像を前述の実施形態と同様に生成し、他方の投影像を従来技術と同
様にそのボリュームデータのみに基づいて生成し、これらの2つの投影像を合成しても良
い。例えば、組織投影像を前述の実施形態と同様に生成し、ドプラ投影像を従来技術と同
様にドプラ像ボリュームデータのみから生成し、これら2つの投影像を合成して合成像を
生成することもできる。逆に、組織投影像を従来技術と同様に断層像ボリュームデータの
みから生成し、ドプラ投影像を前述の実施形態と同様に生成し、これら2つの投影像を合
成して合成像を生成することもできる。
【００３４】
　次に、組織像レンダリング部40とドプラ像レンダリング部44のボリュームレンダリング
処理について詳細に説明する。そのために、まず図4を参照して一般のボリュームレンダ
リング処理を説明する。図4は、胎児を撮像対象としたときの一般のボリュームレンダリ
ング処理を示し、文献(馬場一憲、井尾裕子：産婦人科3次元超音波．メジカルビュー、東
京、2000．)から引用したものである。
【００３５】
　図4(A)は、ボリュームレンダリングの概念を示す図である。図4(A)に示すように、ボリ
ュームレンダリングとは、三次元ボリュームデータを貫く線60上のボクセルの輝度の値に
対し、所定の演算を行って投影平面62上の各点の輝度を決める手法である。ここで、線60
は、操作卓38を介して設定された観察方向(視線方向)と平行である。
【００３６】
　図4(B)は、投影平面62上の各点の輝度を決める演算方法の概念を示す図である。図4(B)
に示すように、1本の線60上の位置ｘにおけるボクセルの値であるV(x)に注目すると、ボ
クセルV(x)への入射光量をCin、ボクセルV(x)の不透明度をα(x)、ボクセルV(x)の自己発
光量をC(x)とすれば、ボクセルV(x)の出力光量Coutは、数1式のように表される。数1式か
ら分かるように、ボクセルV(x)の出力光量Coutは、ボクセルV(x)への入射光量Cinを減衰
度(1－α(x))に応じて減衰すると共に、ボクセルV(x)自体の発光量C(x)×α(x)を付加す
ることによって決められる。
　Cout＝Cin×(1－α(x))＋C(x)×α(x)　　　　(数1)　
ここで、自己発光量C(x)はボクセルV(x)の関数であり、例えばボクセルV(x)の対数とする
(C(x)＝a×logV(x)＋b；a,bは定数)ことができる。つまり、自己発光量C(x)はボクセル値
V(x)に所定の変換を施した値である。或いは、ボクセル値V(x)そのもの(つまり、C(x)＝V
(x))でもよい。
【００３７】
　また、不透明度α(x)は、「0」～「1」の範囲の値であり、「0」に近いほどボクセルV(
x)は透明であり、「1」に近いほどボクセルV(x)は不透明であることを意味する。この不
透明度α(x)を、ボクセル値V(x)によって定めることができる。その例を図6に示す。図6(
a)の例は、ボクセル値V(x)の低い値から不透明度α(x)を大きな値とする例であり、これ
により入射光側の被検体表面の形状が投影像に大きく反映されることになる。図6(b)の例
は、逆に、ボクセル値V(x)の高い値から不透明度α(x)を大きな値とする例であり、これ
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により被検体内部の輝度の大きい部位(つまり、ボクセル値V(x)の大きい部位)の形状が投
影像に大きく反映されることになる。図6(c)の例は、ボクセル値V(x)に比例させて不透明
度α(x)を設定する例であり、これによりボリューム全体がほぼ均等に投影像に反映され
ることになる。
【００３８】
　次に、本発明の組織像レンダリング部40とドプラ像レンダリング部44のボリュームレン
ダリング処理について説明する。
【００３９】
　組織像レンダリング部40は、断層像ボリュームデータ50のボクセルVbw(x)の減衰度をド
プラ像ボリュームデータ52のボクセルVcf(x)に属する不透明度と、可変設定された補正係
数Rとに基づき補正し、断層像ボリュームデータ50と不透明度及び補正された減衰度とに
基づいて組織投影像54を生成する。例えば、断層像ボリュームデータ50のボクセルVbw(x)
の自己発光量をCbw(x)、不透明度をα＿bw(x)とし、ドプラ像ボリュームデータ52のボク
セルVcf(x)の不透明度をα＿cf(x)とすると、断層像ボリュームデータ50のボクセルVbw(x
)の出力光量Coutは、数2式のように表される。要するに、ボクセルVbw(x)の元の減衰度(1
－α＿bw(x))が、新たな減衰度(1－α＿bw(x)＋α＿cf(x)×R)に補正されている。
　Cout＝Cin×(1－α＿bw(x)＋α＿cf(x)×R)＋Cbw(x)×α＿bw(x)　　　(数2)　
【００４０】
　同様に、ドプラ像レンダリング部44は、ドプラ像ボリュームデータ52のボクセルVcf(x)
の減衰度を、断層像ボリュームデータ50のボクセルVbw(x)に属する不透明度と、可変設定
された補正係数Sとに基づき補正し、ドプラ像ボリュームデータ52と不透明度及び補正さ
れた減衰度とに基づいてドプラ投影像56を生成する。例えば、ドプラ像ボリュームデータ
52のボクセルVcf(x)の自己発光量をCcf(x)、不透明度をα＿cf(x)とし、断層像ボリュー
ムデータ54のボクセルVbw(x)の不透明度をα＿bw(x)とすると、ドプラ像ボリュームデー
タ52のボクセルVcf(x)の出力光量Coutは、数3式のように表される。要するに、ボクセルV
cf(x)の元の減衰度(1－α＿cf(x))が、新たな減衰度(1－α＿cf(x)＋α＿bw(x)×S)に補
正されている。
　Cout＝Cin×(1－α＿cf(x)＋α＿bw(x)×S)＋Ccf(x)×α＿cf(x)　　　(数3)
【００４１】
　さらに、図3に示す様に、ドプラ像ボリュームデータ52のボクセルVcf(x)の発光量(＝Cc
f(x)×α＿cf(x))に基づいた補正量を追加して断層像ボリュームデータ50のボクセルVbw(
x)の出力光量Coutを求めることもできる。つまり、数4式のように出力光量Coutを求める
こともできる。
　Cout＝Cin×(1－α＿bw(x)＋α＿cf(x)×R1)
　　　　＋Cbw(x)×α＿bw(x)＋Ccf(x)×α＿cf(x)×R2　　　　(数4)　
ここで、最後の項(Ccf(x)×α＿cf(x)×R2)が補正量であり、R1とR2は「0」～「1」の間
で可変設定される補正係数であり、R1＝R, R2＝0とすれば、上記数2式と同一となる。或
いは、R1＝0, Ｒ2≠0 としても良い。
【００４２】
　同様に、図3に示す様に、断層像ボリュームデータ50のボクセルVbw(x)の発光量(＝Cbw(
x)×α＿bw(x))に基づいた補正量を追加してドプラ像ボリュームデータ52のボクセルVcf(
x)の出力光量Coutを求めることもできる。つまり、数5式のように出力光量Coutを求める
こともできる。
　Cout＝Cin×(1－α＿cf(x)＋α＿bw(x)×S1)
　　　　＋Ccf(x)×α＿cf(x)＋Cbw(x)×α＿bw(x)×S2　　(数5)　
ここで、最後の項(Cbw(x)×α＿bw(x)×S2)が補正量であり、S1とS2は「0」～「1」の間
で可変設定される補正係数であり、S1＝S, S2＝0とすれば、上記数3式と同一となる。或
いは、S1＝0, S2≠0 としても良い。
【００４３】
　このような演算方法によって求められる断層像ボリュームデータ50の出力光量Coutに基
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づいて、投影平面上の各点の輝度が決められることにより、組織投影像54が生成される。
同様に、ドプラ像ボリュームデータ52の出力光量Coutに基づいてドプラ投影像56が生成さ
れる。
【００４４】
　本実施形態によれば、組織投影像54は、断層像ボリュームデータ50にドプラ像ボリュー
ムデータ52の各ボクセルに属する情報を加味して生成されるため、画素ごとにドプラ像と
の重なり具合が輝度に反映されたものとなる。したがって、組織投影像54の濃淡を参照す
れば、組織における血管の重なり具合を容易に把握でき、立体的かつ有効な診断を行うこ
とができる。特に、数4式で示した様に補正量を追加して投影像を求めることにより、補
正量追加の無い数2式を用いた投影像よりもより明確に組織における血管の重なり具合を
容易に把握できる様になる。
【００４５】
　例えば、断層像ボリュームデータ50の各ボクセルV(x)のうちドプラ像が重なるボクセル
V(x)の減衰度が補正される。したがって、断層像ボリュームデータ50と補正された減衰度
とに基づいて組織投影像54を生成すると、生成された組織投影像54は、画素ごとに血流像
との重なり具合が影として反映されたものになる(図3(C))。その結果、組織投影像54の影
の濃淡を参照すれば、組織における血管の重なり具合を簡単に把握することができる。
【００４６】
　また、ドプラ投影像56は、ドプラ像ボリュームデータ52に断層像ボリュームデータ50の
各ボクセルV(x)に属する情報を加味して生成されるため、画素ごとに断層像との重なり具
合が輝度に反映されたものになる。したがって、ドプラ投影像56を参照すれば、血管にお
ける組織の重なり具合を簡単に把握することができる。特に、数5式で示した様に補正量
を追加して投影像を求めることにより、補正量追加の無い数3式を用いた投影像よりもよ
り明確に血管における組織の重なり具合を容易に把握できる様になる。
【００４７】
　例えば、ドプラ像ボリュームデータ52の各ボクセルV(x)のうち断層像が重なるボクセル
V(x)の減衰度が補正される。したがって、ドプラ像ボリュームデータ52と補正された減衰
度とに基づいてドプラ投影像56を生成すると、生成されたドプラ投影像56は、断層像との
重なり具合が画素ごとに影として反映されたものになる。その結果、ドプラ投影像56の影
の濃淡を参照すれば、血管における組織の重なり具合を簡単に把握することができる。
【００４８】
　また、組織投影像54とドプラ投影像56は、互いに重なり具合が影として反映されている
ため、組織投影像54とドプラ投影像56を合成することにより、血管と血管周囲の組織との
立体的な位置関係が的確に現された合成像58が表示部32に表示される。したがって、表示
された合成像58を参照することにより、血管と血管周囲の組織との立体的な位置関係を簡
単に把握することができる。
【００４９】
　また、補正係数R，S(又はR1, R2, S1, S2)を必要に応じて操作卓38を介して可変するこ
とができるため、組織投影像54又はドプラ投影像56に現れる影の濃淡を調整できる。これ
により、撮像部位の例えば組織特性に応じて合成像を表示することができることから、血
管と血管周囲の組織との立体的な位置関係を示す合成像の視認性を向上させることができ
る。
【００５０】
　図5は、ファントムを使って構成した合成像69の表示例である。図5(A)は、補正係数R，
S(又はR1，R2，S1，S2)を共に「0」に設定して構成した合成像69の表示例、図5(B)は、補
正係数R(又はR1，R2)を「1」に、S(又はS1，S2)を「0.1」に設定して構成した合成像69の
表示例であり、組織に血管が入り込んでいるが、ドプラ投影像に対する断層像ボリューム
データの寄与率が低い(つまり、補正係数Sが小さい)ので、組織の奥に入り込んでいる血
管も表示される様子が理解される。また、図5(C)は、補正係数R，S(又はR1，R2，S1，S2)
を共に「1」に設定して構成した合成像69の表示例であり、血管が組織の奥に入り込むに
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従って次第に見えなくなる様子(つまり、投影方向の相互の重なり具合の様子)が的確に理
解される。補正係数R，Sを共に「0」に設定して合成像を生成することは、従来技術と同
等であるのに対し、補正係数R，Sを共に「0」以外に設定して生成された合成像が本発明
に係る合成像である。
【００５１】
　図5(A)の合成像69によれば、診断者の視点側の画像が優先して表示されることから、ド
プラ投影像70の一部が組織投影像72に隠れている。したがって、血管と血管周囲の組織と
の立体的な位置関係(例えば、組織投影像72に係る物に対するドプラ投影像70に係る物の
貫通状態)を的確に把握することが困難となっている。
【００５２】
　補正係数R，S(又はR1，R2，S1，S2)が共に「0」に設定されて生成された組織投影像72
とドプラ投影像70は、互いのボリュームデータ情報が加味されずにそれぞれ独立に生成さ
れる従来技術の投影像と同等である。そして従来技術では、このようにして生成された組
織投影像72とドプラ投影像70とから、所定の合成割合に基づき合成像69が生成される。合
成割合を可変することにより組織投影像72又はドプラ投影像70のいずれか一方を強調して
表示することができるが、その合成割合の変化に伴って組織投影像72又はドプラ投影像70
の各画素の輝度が均等に変更されるため、この様にして表示された合成像69からでは血管
と血管周囲の組織との立体的な位置関係を把握することが困難である。
【００５３】
　一方、本発明に係る図5(B)と図5(C)の合成像69によれば、ドプラ投影像70及び組織投影
像72が互いに半透明で表示されることから、ドプラ投影像70と組織投影像72の立体的な位
置関係を的確かつ簡単に視認することができる。
【００５４】
　補正係数R，S(又はR1，R2，S1，S2)が共に「0」以外に設定されて生成された組織投影
像72とドプラ投影像70は、互いのボリュームデータ情報が加味されて生成されるので、こ
れらの合成像69においても相互の立体的な位置関係が明瞭に反映されることになる。これ
により、血管と血管周囲の組織との立体的な位置関係を簡単に把握することができるため
、例えば癌の診断に有効な情報を容易に取得することができる。
【００５５】
　次に、上記の断層像ボリュームデータとドプラ像ボリュームデータとを取得した後の、
各投影像の生成とこれらの投影像から合成像を生成するまでの各処理の流れを図7に示す
。以下、このフローチャートにおける各処理ステップを個別に説明する。尚、各処理ステ
ップの詳細な説明は、前述した通りであるので、省略して概要のみ説明する。
【００５６】
　ステップS701で、投影像を生成するための観察方向(視線方向)を設定する。この観察方
向に垂直な面が投影面となる。
　ステップS702で、ステップS701で設定された観察方向に平行な最初の線を選択する。
　ステップS703で、2つのボリュームデータにおいて、ステップS702で選択された線上で
、最初のボクセルをそれぞれ選択する。
　ステップS704で、2つのボリュームデータにおいて、入力光量Cinの初期値をそれぞれ設
定する。例えば「0」とすることができる。
【００５７】
　ステップS705で、断層像ボリュームデータのボクセル値Vbw(x)を用いて、このボクセル
の自己発光量Cbw(x)を求める。また、ドプラ像ボリュームデータのボクセル値Vcf(x)を用
いて、このボクセルの自己発光量Ccf(x)を求める。
　ステップS706で、ボクセル値Vbw(x)を用いて、このボクセルの不透明度(α＿bw(x))と
減衰度(1－α＿bw(x))を求める。また、ボクセル値Vcf(x)を用いて、このボクセルの不透
明度(α＿cf(x))と減衰度(1－α＿cf(x))を求める。
【００５８】
　ステップS707で、ボクセルVbw(x)とVcf(x)の減衰度をそれぞれ補正する。例えば、数2
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補正し、補正された減衰度(1－α＿bw(x)＋α＿cf(x)×R)とする。また、数3式を用いる
場合は、減衰度(1－α＿cf(x))を不透明度(α＿bw(x))と補正係数Sとを用いて補正し、補
正された減衰度(1－α＿cf(x)＋α＿bw(x)×S)とする。数4，5式を用いる場合は、出力光
量Cout算出の際に追加すべき補正量をそれぞれ求める。
【００５９】
　ステップS708で、ボクセルVbw(x)の出力光量Coutを前述の数2式又は数4式を用いて求め
る。また、ボクセルVcf(x)の出力光量Coutを前述の数3式又は数5式を用いて求める。
　ステップS709で、ステップS708で求めた出力光量Coutを次のボクセルの入力光量Cinと
する。
　ステップS710で、線上の最後のボクセルであるか否かをチェックする。最後のボクセル
であればステップS711に移行し、最後でなければステップS713に移行する。
　ステップS711で、最後のボクセルVbw(x)の出力光量Coutを、線上にある組織投影像のピ
クセルの値とする。また、最後のボクセルVcf(x)の出力光量Coutを、線上にあるドプラ投
影像のピクセルの値とする。
【００６０】
　ステップS712で、線が最後の位置か否かをチェックする。最後の線であれば組織投影像
とドプラ投影像の全てのピクセル値が求められたのでステップS715に移行し、最後でなけ
ればステップS714に移行する。
　ステップS713で、断層像ボリュームデータとドプラ像ボリュームデータにおいて、線上
の隣のボクセルをそれぞれ選択し、ステップS705に移行する。
　ステップS714で、断層像ボリュームデータとドプラ像ボリュームデータにおいて、観察
方向に平行な線の位置を変更し、ステップS703に移行する。
　ステップS715で、組織投影像とドプラ投影像とを、カラーマッピングテーブルに基づい
て合成し、合成像を得る。
【００６１】
　以上、実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は、上記実施形態に限られるも
のではない。例えば、複数の振動子が二次元配列された超音波探触子10に代えて、位置セ
ンサ付きの超音波探触子を用いてもよい。要するに、断層像ボリュームデータ又はドプラ
像ボリュームデータの各ボクセルに付与するためのスキャン面の位置データを取得できる
形態であればよい。
【００６２】
　また、組織撮像用の駆動信号と血流撮像用の駆動信号については、予め決めた順で時分
割に送信部12から超音波探触子10に供給することができる。これにより、断層像ボリュー
ムデータ50とドプラ像ボリュームデータ52をほぼ同時に作成することができる。ただし、
時分割で供給する形態に限られず、断層像ボリュームデータとドプラ像ボリュームデータ
を取得できる形態であればよい。なお、組織撮像用の駆動信号については、組織断層像の
画像分解能を向上させるために、単一のパルス波に相当する信号を用いるのがよい。また
、血流撮像用の駆動信号については、ドプラ偏位の検出を容易にするために、単一のパル
ス波を複数（例えば8個)連結した信号を用いるのがよい。
【００６３】
　また、表示対象(例えば、癌組織や胎児)を取り囲むように操作卓38を介して関心領域(R
OI)を設定することができる。これにより、周囲の不要部分を除去することができること
から、組織像レンダリング部40又はドプラ像レンダリング部44の処理速度を向上させるこ
とができる。
　また、断層像ボリュームデータとドプラ像ボリュームデータの例を説明したが、これら
に限らず、2つの異なるボリュームデータに対して、本発明の投影像生成方法を適用する
ことができる。
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